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                             第９ 屋外貯蔵所 

 

第９ 屋外貯蔵所（危政令第１６条） 

 

１ 技術基準の適用 

   屋外貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類、貯蔵形態に応じ、技術上の基準の通用が 

  法令上次のように区分される。  

 

第１１－１表 各種屋外貯蔵所に適用される基準 
 区      分 危 政 令 危 省 令  

容器に収納して貯蔵するもの １６Ⅰ 24の10・40の2 

  高引火点危険物 １６Ⅰ＋Ⅲ ２４の１２ 

 第二類の危険物のうち引火性固体（引火

点が２１℃未満のものに限る。）又は第

四類の危険物のうち第１石油類若しくは

あるアルコール類を貯蔵するもの 

１６Ⅰ＋Ⅳ ２４の１３ 

塊状の硫黄等を容器に収納しないで貯蔵するもの １６Ⅰ＋Ⅱ 16・24の11 

    注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

 

２ 位置、構造及び設備の基準  

 (1) 危険物を容器に収納して貯蔵する屋外貯蔵所（危政令第１６条第１項）  

  ア 地盤面  

   (ｱ) 危政令第１６条第１項第２号に規定する「湿潤でなく、かつ、排水のよい 

     場所」とは、容器の腐食を防止するため、地盤面の高さを周囲の地盤面より 

     高くするとともに、コンクリート舗装を行うか又は土砂若しくは砕石等で固 

     める等の措置を講じた場所をいうものであること。 

   (ｲ) 地盤面をコンクリート等で舗装したものにあっては、排水溝及びためます 

 若しくは油分離装置を設けるよう指導する。▲ 

  イ 容器の積み重ね高さ  

   (ｱ) 容器の積み重ね高さとは、最下段の容器の底面から最上段の容器の上面ま 

     での高さをいう。（平元．１２．２１消防危第１１４号質疑）  

   (ｲ) 危省令第２４条の１０第１項第３号に規定する「架台の高さ」は、地盤面 

     から架台の最上段までの高さとすること。（第１１－１図参照）   

   (ｳ) 架台の構造は、第５「屋内貯蔵所」の例によること。  
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第１１－１図 架台の高さ 

 

 (2) 塊状の硫黄等のみの屋外貯蔵所（危政令第１６条第２項）  

    危政令第１６条第１項第３号の適用については、原則として囲いは同号の「さ 

   く等」に含まれるものでないが、囲いの相互間のうち硫黄等を貯蔵し、又は取り 

   扱う場所の外縁部分にさく等を設ければ足りるものであること。 

（昭５４．７．３０消防危第８０号通知）  

  (3) 高引火点危険物の屋外貯蔵所   

    高引火点危険物のみを貯蔵する屋外貯蔵所は、危政令第１６条第１項の基準又 

   は危政令第１６条第３項に規定する基準のいずれかを選択してもよいものである 

   こと。（平元．３．１消防危第１４号通知）  

 (4) みなし屋外貯蔵所  

    危政令附則第９条第６項第１号に規定する「みなし屋外貯蔵所」に設ける散水 

   設備は、水道栓等を含むものであること。  

  (5) タンクコンテナによる危険物の貯蔵（平１０．３．２７消防危第３６号通知）

  ア 基本事項 

        第５「屋内貯蔵所」２(3)アの例によること。 

    イ 位置、構造及び設備の基準 

        危険物（消防法別表に掲げる第２類の危険物のうち、硫黄、硫黄のみを含有

   するもの若しくは引火性固体（引火点が２１℃以上のものに限る。）又は第４

   類の危険物のうち、第２石油類、第３石油類、第４石油類若しくは動植物油類 
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   ）をタンクコンテナに収納して屋外貯蔵所に貯蔵する場合の当該屋外貯蔵所の

   位置、構造及び設備の技術上の基準、消火設備の技術上の基準並びに警報設備

   の技術上の基準は、危政令第１６条（第１項第４号及び第２項を除く。）、第

   ２０条及び第２１条の規定の例によること。ただし、危政令第１６条第１項第

   ３号のさく等の周囲に保有することとされる空地については、次に掲げる貯蔵

   形態に応じ、各表に定める幅の空地とすることができるものであること。 

      (ｱ) 高引火点危険物のみを貯蔵する場合 

          次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める幅の空地を保有するこ 

    と。 
 区             分 空 地 の 幅  

 指定数量の倍数が２００以下の屋外貯蔵所  ３ ｍ 以 上 

 指定数量の倍数が２００を超える屋外貯蔵所  ５ ｍ 以 上 

      (ｲ) 前(ｱ)以外の場合 

          次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める幅の空地を保有するこ 

    と。 
 区                          分 空 地 の 幅  

 指定数量の倍数が５０以下の屋外貯蔵所  ３ ｍ 以 上 

 指定数量の倍数が５０を超え２００以下の屋外貯蔵所  ５ ｍ 以 上 

 指定数量の倍数が２００を超える屋外貯蔵所  １０ ｍ 以 上 

      (ｳ) タンクコンテナに収納した危険物と、容器に収納した危険物を同一の貯蔵

    所において貯蔵する場合は、タンクコンテナに収納した危険物の倍数に応じ

    前(ｱ)若しくは(ｲ)の規定により必要とされる幅の空地か、又は容器に収納し

    た危険物の倍数に応じ危政令第１６条第１項第４号若しくは危省令第２４条

    の１２第２項第２号の規定により必要とされる幅の空地のいずれか大なるも 

    のを保有すること。 

     なお、それぞれの貯蔵場所はライン等により明確にするよう指導する。▲ 

    ウ 危険物をタンクコンテナに収納して屋外貯蔵所に貯蔵する場合の貯蔵及び取

   扱いの技術上の基準は、危政令第２４条、第２５条及び第２６条第１項（第１

   号、第１号の２、第６号の２、第１１号及び第１１号の３に限る。）の規定の

   例によるほか、次によるものであること。 

        この場合、「容器」を「タンクコンテナ」と読み替えるものとすること。 

      (ｱ) タンクコンテナ相互間には、漏れ等の点検ができる間隔を保つこと。 

      (ｲ) 第５「屋内貯蔵所」２(3)ウ(ｱ)ｄ、ｅ、ｆ、ｇの例による。 

    エ トレーラーをアウトリガーにより固定した場合には、トレーラーにタンクコ

   ンテナを積載したままの状態で貯蔵しても差し支えないものであること。 


